
地域再生計画書本体新旧対照表 
旧 新 

地 域 再 生 計 画 

 

１ 地域再生計画の名称 

   水と緑に囲まれた快適なまちづくり 

 

２ 地域再生計画の作成主体 

   静岡県榛原郡吉田町 

 

３ 地域再生計画の区域 

   静岡県榛原郡吉田町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

      （略） 

   （目標１）基盤整備としての汚水処理施設の整備促進（汚水処理

人口普及率を 41.0％から 50.0％に向上させる。） 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

      （略） 

 

５－１ 全体の概要 

水と緑に囲まれた快適なまちづくりを推進するため、汚水処理施設

整備交付金を活用して、吉田町全域において下水道及び浄化槽を効率

的に整備し、汚水処理人口普及率の向上を図る。 

この事業により、側溝や小河川への汚水の流入を減少させることが

でき、生活環境の保全が図られるとともに、住民にとって安心・安全

な住環境を整備することができる。また、水道水源の水質保全や沿岸

水域の自然を良化させることにより、より発展的な吉田町の未来像を

形成することができる。 

  ・下水道認可の年月日  平成１６年３月１６日 

 

５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行う事業 

  汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

 

 

 

 

[事業主体] 

 ・吉田町 

地 域 再 生 計 画 

 

１．地域再生計画の名称 

   水と緑に囲まれた快適なまちづくり 

 

２．地域再生計画の作成主体 

   静岡県榛原郡吉田町 

 

３．地域再生計画の区域 

   静岡県榛原郡吉田町の全域 

 

４．地域再生計画の目標 

      （略） 

   （目標１）基盤整備としての汚水処理施設の整備促進（汚水処理

人口普及率を 41.0％から 51.0％に向上させる。） 

 

５．目標を達成するために行う事業 

      （略） 

 

５－１ 全体の概要 

水と緑に囲まれた快適なまちづくりを推進するため、汚水処理施設

整備交付金を活用して、吉田町全域において下水道及び浄化槽を効率

的に整備し、汚水処理人口普及率の向上を図る。 

この事業により、側溝や小河川への汚水の流入を減少させることが

でき、生活環境の保全が図られるとともに、住民にとって安心・安全

な住環境を整備することができる。また、水道水源の水質保全や沿岸

水域の自然を良化させることにより、より発展的な吉田町の未来像を

形成することができる。 

                         

 

５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行う事業 

  汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

   対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了し

ている。なお、整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図

面による。 

・公共下水道・・・平成１６年３月に事業認可 

[事業主体] 

 ・吉田町 



[施設の種類] 

 ・公共下水道、浄化槽 

[事業区域] 

 ・公共下水道  認可区域 

 ・浄化槽    その他の区域 

[事業期間] 

 ・公共下水道      平成１７年度から１９年度

 ・浄化槽（個人設置型） 平成１７年度から１９年度

[事業量] 

 ・公共下水道      φ200～400  10,000ｍ 

 ・浄化槽（個人設置型）  

                       

[事業費] 

      公共下水道     1,500,000 千円 

                （うち、単独 600,000 千円） 

                （うち、国費 450,000 千円） 

      浄化槽        80,403 千円 

    （うち、国費 26,801 千円） 

      合計        1,580,403 千円 

                （うち、単独 600,000 千円） 

                （うち、国費 476,801 千円） 

 

             

 

 

５－３ その他の事業 

      （略） 

 

６ 計画期間 

   平成１７年度から平成１９年度 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

   計画終了後に、４に示す数値目標に照らし状況を調査、評価する。

また、必要に応じて事業の見直しを図ることを内容とした地域再生

 H17 H18 H19 計 

５人槽 25 45 45 115

６～７人槽 15 37 37 89

８～10 人槽 0 3 3 6

計 40 85 85 210

[施設の種類] 

 ・公共下水道、浄化槽 

[事業区域] 

・公共下水道  認可区域 

 ・浄化槽    その他の区域 

[事業期間] 

 ・公共下水道      平成１７年度～１９年度 

 ・浄化槽（個人設置型） 平成１７年度～１９年度 

[整備量] 

 ・公共下水道      φ200～400  10,000ｍ 

 ・浄化槽（個人設置型） ３２０基 

 

 

 

 

 

 

 

 [事業費] 

公共下水道     事業費 900,000 千円 

（うち、交付金 450,000 千円） 

                単独事業費 600,000 千円 

      浄化槽（個人設置型）事業費 126,780 千円 

（うち、交付金 42,260 千円） 

      合計  1,026,780 千円 

（うち、交付金 492,260 千円） 

          単独事業費 600,000 千円 

    なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 

    公共下水道 認可区域で 1,050 人、浄化槽 その他の区域で

1,240 人 

 

５－３ その他の事業 

      （略） 

 

６．計画期間 

   平成１７年度～平成１９年度 

 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

   計画終了後に、４に示す数値目標に照らし状況を調査、評価する。

また、必要に応じて事業の見直しを図ることを内容とした地域再生



計画に基づく政策評価基本計画及び実施計画を策定し、実行する。

 

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

   特になし 

 

（添付書類） 

・位置図、区域図、イメージ図、工程表 

 

計画に基づく政策評価基本計画及び実施計画を策定し、実行する。

 

８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

   特になし 

 

（添付書類） 

・位置図、整備箇所図、イメージ図、工程表 

 

 


